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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材と、
　前記基材の一面に設けられた色素層と、を備え、
　前記色素層は、室内光に含まれる可視光成分を吸収する第１色素と、
　紫外線を吸収する第２色素と、を有し、
　前記第２色素は、太陽光に含まれる紫外線を吸収して、前記太陽光の可視光成分のうち
前記第１色素に吸収されなかった残分が呈する色を、色度図上における前記残分が呈する
色を示す点と白色点との色差の絶対値が小さくなるように変化させることを特徴とするス
クリーン。
【請求項２】
　前記第２色素は、紫外線を吸収して、前記残分が呈する色に対して補色となる色を構成
する波長帯の光を射出することを特徴とする請求項１に記載のスクリーン。
【請求項３】
　前記第２色素は、紫外線を吸収して、前記残分が呈する色を構成する波長帯と同じ波長
帯の波長の光を吸収することを特徴とする請求項１に記載のスクリーン。
【請求項４】
　前記第１色素、および紫外線を吸収した後の前記第２色素の吸収ピークは、自身に画像
を投写するプロジェクターが射出する光のピーク波長と異なることを特徴とする請求項１
から３のいずれか１項に記載のスクリーン。
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【請求項５】
　前記色素層は、前記第１色素を含む第１色素層と、前記第２色素を含む第２色素層と、
を有していることを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載のスクリーン。
【請求項６】
　前記基材と前記色素層との間に、入射光を散乱させる光散乱層が設けられていることを
特徴とする請求項１から５のいずれか一項に記載のスクリーン。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか一項に記載のスクリーンと、室内光の発光スペクトルにおけ
る複数のピーク波長とは異なる波長に発光ピークを有する光源を用いて前記スクリーンに
画像を投写するプロジェクターと、を備えることを特徴とするプロジェクションシステム
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スクリーンおよびプロジェクションシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、プロジェクター（投写型表示装置）を用いた展示会や学会、会議等のプレゼンテ
ーションや、あるいはホームシアター等の映像視聴のための拡大画像の投写面として、各
種のスクリーンが用いられている。
【０００３】
　従来のスクリーンは、例えば反射型スクリーンの場合、プロジェクターからの投写光を
反射して投写画像を表示すると同時に、照明の光や窓から入る太陽光など使用環境に由来
する外光をも反射してしまうため、明るい場所では「白（最大輝度）」と「黒（最小輝度
）」の輝度比であるコントラストが低く、鮮明な画像表示が難しいという問題があった。
【０００４】
　そこで、太陽光、照明光等、コントラスト低下の原因となる外光の影響を抑制して最小
輝度を下げることにより、明室での高コントラスト化を実現することを目的としたスクリ
ーンの開発が進められている。このようなスクリーンとして、光を吸収する染料や顔料を
含む光吸収層を設け、不要な外光を吸収する構成が提案されている（例えば、特許文献１
、２参照）。
【０００５】
　また、通常のスクリーンでは、視野角を広げる目的で光を拡散させる光散乱層を有する
が、特許文献２において、光散乱層における反射光が投写画像の画質に与える影響が指摘
されている。すなわち、光散乱層において反射する光の強度が、光の波長に依存すること
により、光散乱層で反射する光のホワイトバランスがずれ、結果として投写画像のホワイ
トバランスがずれるという課題が指摘されている。
【０００６】
　そこで特許文献２では、視認側に配置された光散乱層の裏側（視認側とは反対側）に光
吸収層を設け、当該光吸収層の光吸収率を、長波長側（赤側）で大きく短波長側（青側）
で小さくすることにより、光散乱層において反射される光の強度分布を打ち消し、ホワイ
トバランスを改善する構成が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－１０７８２８号公報
【特許文献２】特開２００６－３１７８３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
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　しかしながら、上述の特許文献に記載されたスクリーンは、飛行機の機内照明光（特許
文献１）や、蛍光灯などの室内照明光（特許文献２）といった、一種類の外光によるコン
トラスト低下を解消するための構造を有することとしている。そのため、想定された外光
とは異なる外光がスクリーンに差し込むことによる不具合について、詳細に検討されたも
のではない。
【０００９】
　この「異なる外光」としては、代表的なものとして太陽光が考えられる。スクリーンを
室内で用いる場合、使用する部屋に窓があると、窓からの太陽光が室内照明光とは異なる
角度からスクリーンに差し込み、コントラストを低下させることがある。
【００１０】
　太陽光は、従来問題としていた蛍光灯などの室内照明光とは異なり、可視光領域の全域
の光を含む。そのため、例えばスクリーンが、室内照明の波長の光を選択的に吸収し、コ
ントラスト低下を抑制する構成を有する場合、このようなスクリーンに太陽光が差し込む
と、可視光領域の全域の光を含む太陽光から、特定の波長で構成されている室内照明に対
応する波長の光を除くことで、残分となる光により呈色することになる。
【００１１】
　このようにして生じるスクリーンの色付きは、投写画像のホワイトバランスを崩し画質
を損なう。上述の特許文献では、このように予想される課題に対する対策が全くなされて
いない。
【００１２】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであって、ホワイトバランスを保ち、高
コントラストな画像を得るためのスクリーンを提供することを目的とする。また本発明は
、このようなスクリーンを有するプロジェクションシステムを提供することをあわせて目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の課題を解決するため、本発明のスクリーンは、基材と、前記基材の一面に設けら
れた色素層と、を備え、前記色素層は、室内光に含まれる可視光成分を吸収する第１色素
と、紫外線を吸収する第２色素と、を有し、前記第２色素は、太陽光に含まれる紫外線を
吸収して、前記太陽光の可視光成分のうち前記第１色素に吸収されなかった残分が呈する
色を、色度図上における前記残分が呈する色を示す点と白色点との色差の絶対値が小さく
なるように変化させることを特徴とする。
【００１４】
　ここで、「室内光」とは、室内照明に用いる人工光源のことを指しており、例えば、蛍
光灯やＬＥＤ照明などを例示することができる。本発明のスクリーンでは、室内光に由来
する外光成分については、第１色素が吸収し低減させることができる。
【００１５】
　また、室内光と太陽光とは発光スペクトルが異なっており、太陽光は可視光領域に連続
した発光スペクトルを有している。そのため、第１色素が、太陽光の可視光成分から室内
光と同じ波長の光を吸収すると、太陽光の可視光成分のうち第１色素に吸収されなかった
残分が混色した結果、色付きを生じることがある。このような色付きは、投写画像の品位
を低下させる原因となる。
【００１６】
　しかし、本発明のスクリーンでは、第２色素が、太陽光に含まれている紫外線を吸収す
ることによって反応し、太陽光の残分が呈する色が白に近づくように変化させることとし
ている。そのため、太陽光がスクリーンに差し込んだ場合でも、第２色素によって太陽光
による色付きを抑えることができる。「白に近づく」とは、色度図上における白色点と、
太陽光の残分が呈する色を示す点と、の色差の絶対値が小さくなること、と表すことがで
きる。
【００１７】
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　なお、人工光源の中にも紫外線を射出するものがあるが、太陽光に含まれる紫外線量と
比べると、射出される紫外線量が非常に少ないため、太陽光が差し込まない場合に、第２
色素が室内光のみで上述の反応を起こしても、生じる変化は限定的であり、色付きの問題
は生じにくい。
【００１８】
　したがって、上述の構成によれば、室内光および太陽光が差し込んだ場合であっても、
良好に外光の影響を低減して、ホワイトバランスを保ち、良好に投写画像のコントラスト
が向上したスクリーンを提供することができる。
【００１９】
　本発明においては、前記第２色素は、紫外線を吸収して、前記残分が呈する色に対して
補色となる色を構成する波長帯の光を射出することが望ましい。
　この構成によれば、太陽光に含まれる紫外線を吸収した第２色素が発する光の色と、太
陽光の残分が呈する色と、が混色し、スクリーンの色が白に近づくため、色付きを抑制す
るとともに、投写画像のコントラストを向上させることができる。
【００２０】
　または、本発明において前記第２色素は、紫外線を吸収して、前記残分が呈する色を構
成する波長帯と同じ波長帯の波長の光を吸収することが望ましい。
　この構成によれば、太陽光に含まれる紫外線を吸収した第２色素は、可視光領域に吸収
帯を有し、当該吸収帯が、太陽光の残分が呈する色と同じ色の波長帯域に存在することと
なる。そのため、太陽光の可視光成分は、まず一部が第１色素に吸収され、更に吸収され
なかった残分のうち一部が、第２色素に吸収されることとなり、色素層に吸収されなかっ
た太陽光の残分は、白色光に近づくこととなる。したがって、スクリーンの色付きを抑制
するとともに、投写画像のコントラストを向上させることができる。
【００２１】
　本発明においては、前記第１色素、および紫外線を吸収した後の前記第２色素の吸収ピ
ークは、自身に画像を投写するプロジェクターが射出する光のピーク波長と異なることが
望ましい。
　この構成によれば、投写画像を形成する光が色素層に吸収されることがないため、投写
画像のホワイトバランスを良好に保ちながら、外光を選択的に吸収することができるため
、投写画像のコントラストを向上させることができる。
【００２２】
　本発明においては、前記色素層は、前記第１色素を含む第１色素層と、前記第２色素を
含む第２色素層と、を有していることが望ましい。
　この構成によれば、第１色素層と第２色素層とにおける色素の濃度や、各層の層厚を変
化させることにより、各層における光の吸収量のバランスを取りやすく、設計が容易とな
る。
【００２３】
　本発明においては、前記基材と前記色素層との間に、入射光を散乱させる光散乱層が設
けられていることが望ましい。
　この構成によれば、入射光に散乱性を付与することができる。そのため、投写光の強度
分布をスクリーン表面で平均化することができ、投写画像の一部が明るく光ったように見
える現象（ホットスポット）を防止することができる。また、そのような光散乱層が基材
と色素層との間に配置されているため、例えば、視認側から入射した外光が光散乱層の表
面で後方散乱を起こした場合であっても、外光は必ず色素層の中を透過する構成となり、
色素層に含まれる色素による外光の吸収を効果的に行うことができる。したがって、画像
品位の高いスクリーンとすることができる。
【００２４】
　また、本発明のプロジェクションシステムは、上記本発明のスクリーンと、前記スクリ
ーンに画像を投写するプロジェクターと、を備えることを特徴とする。
　この構成によれば、低出力のプロジェクターＰＪを明室にて使用したとしても均一で明
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るい投写画像が得られるとともに、ホワイトバランスを保った画像表示が可能であるため
、画像品位を保ちつつ低消費電力のプロジェクションシステムＰＳを実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】第１実施形態のスクリーンおよびプロジェクションシステムの斜視図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係るスクリーンの説明図である。
【図３】蛍光灯と太陽光との発光スペクトルを示す図である。
【図４】第１実施形態のスクリーンの機能を説明する説明図である。
【図５】第２実施形態のスクリーンの機能を説明する説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
［第１実施形態］
　以下、図１～図４を参照しながら、本発明の第１実施形態に係るスクリーンおよびプロ
ジェクションシステムについて説明する。なお、以下の全ての図面においては、図面を見
やすくするため、各構成要素の寸法の比率などは適宜異ならせてある。
【００２７】
　図１は、本実施形態のスクリーン１Ａ、および本実施形態のプロジェクションシステム
ＰＳを示す斜視図である。
【００２８】
　図に示すように、本実施形態のスクリーン１Ａは、反射型のスクリーンであり、被投写
面１ａに、外光ＯＬ１および外光ＯＬ２を吸収する色素を含む色素層５と、色素層５の裏
側（視認側とは反対側）に設けられた反射層３と、を有している。外光ＯＬ１は、室内照
明ＬＳに由来する光（室内光）であり、外光ＯＬ２は太陽光である。
【００２９】
　スクリーン１Ａは、横長矩形状の平面視形状を呈しており、プロジェクターＰＪから投
写される投写光Ｌを正面に反射している。プロジェクターＰＪは、スクリーン１Ａに対し
て投写光Ｌを投写する投写型表示装置であり、本実施例ではスクリーン１Ａの正面側前方
の斜め下に配置された近接投写型のプロジェクターである。プロジェクションシステムＰ
Ｓは、このようなスクリーン１ＡとプロジェクターＰＪとを有する構成となっている。
【００３０】
　このようなスクリーン１Ａは、被投写面１ａに投写される投写光Ｌを、スクリーン１Ａ
の前面に良好に反射すると共に、外光ＯＬ１、ＯＬ２を色素層５で吸収することで、高コ
ントラストな画像表示が可能なスクリーンとなっている。以下、詳細に説明する。
【００３１】
　図２は、スクリーン１Ａの説明図であり、図１の線分Ａ－Ａ’における矢視断面図であ
る。
【００３２】
　図に示すように、スクリーン１Ａは、基材２上に設けられた反射層３と、反射層３上に
設けられた光散乱層４と、光散乱層４を覆って視認側に設けられた色素層５と、色素層５
を覆って前面に設けられた反射防止層６と、を有している。色素層５は、反射防止層６側
に設けられた第１色素層５Ａと、反射層３側に設けられた第２色素層５Ｂと、の積層構造
を有している。各層の間には、不図示の接着層を有することとしても構わない。
【００３３】
　基材２は、光を吸収するフィラーとバインダー樹脂とからなる黒色の光吸収材を用いて
形成されたものである。フィラーは、自然光または白色光を吸収するものであって、カー
ボンブラック等の顔料や黒色色素粒子等からなっている。バインダー樹脂としては、熱可
塑性樹脂が用いられ、好ましくは弾性のある熱可塑性エラストマーが用いられている。具
体的には、ウレタン系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、塩化ビニル系樹脂などが好適に用い
られる。また、基材２には、フィラーやバインダー樹脂以外の添加剤として、硬化剤や帯
電防止剤、防汚処理剤、バインダー樹脂の劣化を防ぐ紫外線吸収剤などが添加されていて
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もよい。
【００３４】
　なお、この基材２は、図示しない支持材上に設けてもよい。この支持材としては、フィ
ルムなどの柔軟性を有するもので、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレ
ンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリカーボネート（ＰＣ）などによって形成されている。ま
た、支持材の裏面側（基材２と反対の側）に、例えばアルミ複合板などを貼設することに
より、スクリーン１Ａの強度を高めるようにしてもよい。
【００３５】
　反射層３は、一般的なスクリーンで用いられている光反射性の材料を用いて形成するこ
とができる。このような材料としては、例えば、アルミニウムや銀などの金属材料が挙げ
られ、蒸着法等の気相法や、金属微粒子を分散させたバインダー樹脂からなるインクを用
いた吹付法等の液相法により形成することができる。
【００３６】
　光散乱層４は、投写光Ｌを拡散させて水平視野角を広げる偏向機能を有する。光散乱層
４の形成材料は、無色で透光性のバインダー樹脂中にフィラー（拡散剤）が分散させられ
たものを用いることができる。フィラーとしては、ビーズ状や鱗片状の形状のものを用い
ることができ、材質としては、シリカ、酸化チタン、雲母、硫酸バリウム、塩化バリウム
、アルミニウムなどを用いることができる。
【００３７】
　このような光散乱層４としては、プロジェクターＰＪからの投写光Ｌを一旦透過し、反
射層３で反射させて再度透過させるべく、バインダー樹脂はもちろん、フィラーについて
も透光性を有したものであるのが好ましい。したがって、フィラーとしては、シリカなど
の透光性のものが好適に用いられる。ただし、フィラーの含有量が比較的少ない場合には
、非透光性または半透光性のフィラーを用いることもできる。
【００３８】
　光散乱層４のバインダー樹脂としては、透光性を有するウレタン系樹脂やアクリル系樹
脂が好適に用いられる。
【００３９】
　第１色素層５Ａには、可視光領域に極大吸収波長を有する第１色素７Ａが含まれており
、スクリーン１Ａに入射する外光ＯＬの可視光成分を吸収する機能を有している。第１色
素７Ａが吸収する可視光は、室内照明に由来する外光ＯＬ１の波長に基づいて設定されて
おり、外光ＯＬ１の有するピーク波長と重なる領域に吸収波長帯域を有している。
【００４０】
　また、第１色素７Ａは、プロジェクターＰＪの光源の輝線スペクトル（発光ピーク）と
重ならない位置に吸収ピークを示す吸収波長帯域を有していることが好ましい。すなわち
、投写光Ｌの発光波長以外を吸収するスペクトルを持つものであることが好ましい。第１
色素７Ａがこのような吸収スペクトルを有することにより、第１色素層５Ａでは、良好に
投写光Ｌを透過し、外光ＯＬ１を吸収して低減させることができる。
【００４１】
　第１色素層５Ａは、形成材料として、無色で透光性のバインダー樹脂中に第１色素７Ａ
を分散したものを用いることができ、第１色素７Ａを、外光ＯＬ中の可視光成分を吸収す
るための吸収成分として用いる。バインダー樹脂としては、例えば、透光性を有するウレ
タン系樹脂やアクリル系樹脂が好適に用いられる。
【００４２】
　第２色素層５Ｂには、紫外線領域に極大吸収波長を有する第２色素７Ｂが含まれており
、太陽光由来の外光ＯＬ２に含まれる紫外線を吸収して励起し、蛍光を発する機能を有し
ている。紫外線を吸収した第２色素７Ｂは、太陽光に含まれる可視光成分のうち、第１色
素７Ａに吸収されなかった可視光成分が呈する色の補色、を発色するように設定されてい
る。
【００４３】



(7) JP 5263117 B2 2013.8.14

10

20

30

40

50

　第２色素７Ｂとしては、紫外線により励起し可視光を発光する蛍光色素（蛍光材料）を
用いることができる。このような蛍光色素として、例えば無機材料では、青色を発色する
色素としてＺｎＳ：Ａｇ,Ａｌ、（ＳｒＣａＢａＭｇ）５（ＰＯ４）３Ｃｌ：Ｅｕ、Ｂａ
ＭｇＡｌ１０Ｏ１７：Ｅｕが、緑色を発色する色素としてＺｎＳ：Ｃｕ,Ａｌ、ＬａＰＯ

４：Ｃｅ,Ｔｂ、Ｚｎ２ＳｉＯ４：Ｍｎが、赤色を発色する色素としてＹ２Ｏ２Ｓ：Ｅｕ
、Ｙ２Ｏ３：Ｅｕ、（Ｙ,Ｇｄ）ＢＯ３：Ｅｕを挙げることができる。また、蛍光色素と
して有機のものを用いても良い。
【００４４】
　第２色素層５Ｂは、第１色素層５Ａと同様に、形成材料として無色で透光性のバインダ
ー樹脂中に第２色素７Ｂを分散したものを用いることができる。バインダー樹脂としては
、第１色素層５Ａと同じく、透光性を有するウレタン系樹脂やアクリル系樹脂が好適に用
いられる。
【００４５】
　第１色素７Ａまたは第２色素７Ｂは、それぞれ１種類であってもよく、また２種以上の
第１色素７Ａまたは第２色素７Ｂを混合して用いることとしても構わない。２種以上の第
１色素７Ａ，第２色素７Ｂを混合して用いることで、複数の波長の光を良好に吸収するこ
とが可能となる。
【００４６】
　反射防止層６は、例えば、樹脂等の可撓性を有し屈折率が異なる２種類の透明な材料が
、交互に複数層積層して形成されている。反射防止層６としては通常知られた構成のもの
を用いることができ、反射防止層６を構成する複数の層はそれぞれ、第１色素層５Ａの表
面における投写光Ｌや外光ＯＬの反射を防止するように屈折率が調整されている。この反
射防止層６の表面がスクリーン１Ａの被投写面１ａとなっている。
【００４７】
　このような色素層５を有するスクリーン１Ａの機能について、図３を用いて課題を説明
した後に、図４を用いて説明する。
【００４８】
　図３は、蛍光灯と太陽光との発光スペクトルを示す図である。室内照明光である外光Ｏ
Ｌ１が蛍光灯に由来する光である場合、上述の第１色素７Ａは、図中の符号ＡＲで示すよ
うな波長帯域が吸収波長帯域となるように設定される。このような第１色素７Ａを有する
第１色素層５Ａに太陽光（外光ＯＬ２）が入射すると、太陽光に含まれる可視光成分のう
ち一部が吸収され、吸収されなかった可視光成分が呈色する。
【００４９】
　これは、人間が知覚する色が、光の分光分布と、光が照射される物質の分光透過率と、
人間の眼の分光感度との積（三刺激値）によって決まることに起因する。具体的には、蛍
光灯（外光ＯＬ１）のもとではスクリーンが灰色（無彩色）となるように第１色素７Ａを
設定したとしても、太陽光（外光ＯＬ２）が入射すると、緑色に色づいて見えるという問
題が起こる。
【００５０】
　このような太陽光入射時の色つきを抑制するため、第２色素７Ｂは紫外線を吸収して、
太陽光が入射したときに呈する色（上記例では緑色）の補色となる蛍光を発する蛍光色素
を用いる。
【００５１】
　図４は、スクリーン１Ａの機能を説明する説明図であり、図２に対応する図である。ま
ず、スクリーン１Ａに、プロジェクターＰＪを用いて画像を投写すると、投写光Ｌは、反
射防止層６、第１色素層５Ａ、第２色素層５Ｂを介して反射層３に達し、反射される。
【００５２】
　ここで、第１色素７Ａ，第２色素７Ｂの吸収スペクトルは、投写光Ｌの発光波長以外を
吸収するスペクトルを有しているため、投写光Ｌは第１色素７Ａ，第２色素７Ｂにほぼ吸
収されること無く第１色素層５Ａ、第２色素層５Ｂを透過して反射され、観察者Ｖに達す
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る。
【００５３】
　対する外光ＯＬについて、まず、外光ＯＬ１については、反射防止層６を介して第１色
素層５Ａに達した際に、第１色素層５Ａに含まれる第１色素７Ａにより一部が吸収される
。また、第１色素層５Ａを透過した外光ＯＬ１は、反射層３で反射した後に再度第１色素
層５Ａを透過する際に第１色素７Ａによって吸収される。そのため、良好に外光ＯＬ１の
影響を減らすことができ、コントラスト低下を抑制することができる。
【００５４】
　また、外光ＯＬ２に含まれる可視光成分ＬＶは、反射防止層６を介して第１色素層５Ａ
を透過する際に、第１色素７Ａの吸収波長帯域と重なる波長が吸収される。そのため、可
視光成分ＬＶのうち吸収されなかった残分（色光Ｌ１）が、反射層３にて観察者Ｖに向か
って反射される。色光Ｌ１は、反射層３で反射した後に再度第１色素層５Ａを透過する際
に、一部吸収されることがあるが、図では省略している。
【００５５】
　一方、外光ＯＬ２に含まれる紫外線成分ＬＵは、第２色素層５Ｂに達した際、一部が第
２色素７Ｂに吸収される。紫外線を吸収した第２色素７Ｂは、色光Ｌ１の補色となる色光
Ｌ２を発する。色光Ｌ２のうち一部は、観察者Ｖに向かって直接射出され、残りは反射層
３に向かって射出され、観察者Ｖに向かって反射される。
【００５６】
　結果として、観察者Ｖのもとには、外光ＯＬ２から光量が減少すると共に、互いに補色
の関係にある色光Ｌ１と色光Ｌ２とが届くこととなる。そのため、太陽光の残分である色
光Ｌ１が呈する色は、色光Ｌ２と混色することによって白に近づくように変化する。
【００５７】
　このとき、色光Ｌ２の色および光量は、色光Ｌ１、および、色光Ｌ１と色光Ｌ２との混
色後の光、をそれぞれ色度図上の座標で示したときに、各色の座標と、色度図上の白色点
の座標との距離（色差）の絶対値が小さくなるように制御する。色差の絶対値が小さくな
っていると、第２色素７Ｂによりホワイトバランスのズレを抑制する効果があると認める
ことができる。
【００５８】
　第２色素７Ｂの種類や量は、例えば、色度図における白色点との色差が所定の範囲内で
あることを設計上の「白色度」の基準として設定し、混色後の光の座標がそのような基準
内の色となるようにして設計することができる。
【００５９】
　このような色素層５を有することにより、観察者Ｖには外光による色づきが感じられず
、良好に外光ＯＬ２の影響を減らすことができ、コントラスト低下を抑制することができ
る。
【００６０】
　以上のような構成のスクリーン１Ａによれば、ホワイトバランスを保ち、良好に投写画
像のコントラストを向上させ、高品位な画像表示を実現することができる。
【００６１】
　また、このスクリーン１Ａを用いたプロジェクションシステムＰＳでは、低出力のプロ
ジェクターＰＪを明室にて使用したとしても均一で明るい投写画像が得られるとともに、
ホワイトバランスを保った画像表示が可能であるため、画像品位を保ちつつ低消費電力の
プロジェクションシステムＰＳを実現できる。
【００６２】
　なお、本実施形態では、反射防止層６側に第１色素層５Ａを形成することとしているが
、第１色素層５Ａと第２色素層５Ｂとの積層順を逆にして、反射防止層６側に第２色素層
５Ｂを形成することとしても良い。
【００６３】
　本実施形態の積層順の場合には、第２色素７Ｂが発する励起光（蛍光）が第１色素層５



(9) JP 5263117 B2 2013.8.14

10

20

30

40

50

Ａを透過するため、第２色素７Ｂが発する励起光のうち一部が第１色素層５Ａで吸収され
、色純度を高め易いが、励起光量を確保するために色素量や高い発光効率を示す色素の選
択が必要となる。
【００６４】
　一方、本実施形態とは積層順を逆にすると、色素量が少なくて済む一方で、色純度を高
めるため、精緻な色素量の調節や発光波長の調節が必要となる。
【００６５】
　そのため、活用したい積層順の利点に応じていずれかの積層順を選択し、所望の性質を
有するスクリーンとすることができる。
【００６６】
　また、第１色素層５Ａと第２色素層５Ｂとを作り分けることなく、第１色素７Ａと第２
色素７Ｂとのいずれをも一つの層の中に含む色素層５としても良い。
【００６７】
　また、第２色素層５Ｂの吸収波長帯域は、投写光Ｌの光線を吸収しない波長帯域にある
ことが望ましい。
【００６８】
　また、本実施形態では、スクリーン１Ａが反射型スクリーンであることとして説明した
が、本発明は透過型スクリーンにも適用可能である。
【００６９】
［第２実施形態］
　図５は、本発明の第２実施形態に係るスクリーン１Ｂの説明図である。本実施形態のス
クリーン１Ｂは、第２色素の性質が異なる他は、第１実施形態のスクリーン１Ａと一部共
通している。したがって、本実施形態において第１実施形態と共通する構成要素について
は同じ符号を付し、詳細な説明は省略する。
【００７０】
　図５は、スクリーン１Ｂの説明図であり、第１実施形態の図４に対応する図である。ス
クリーン１Ｂの第２色素層５Ｂが有する第２色素７Ｃは、太陽光由来の外光ＯＬ２に含ま
れる紫外線を吸収して、可視光領域に吸収帯域を持つように分子構造の変化を起こすもの
を用いる。
【００７１】
　このような第２色素７Ｃとしては、例えば、スピロナットオキワジン化合物などの、フ
ォトクロミック物質を用いることができる。紫外線を吸収した第２色素７Ｃは、太陽光に
含まれる可視光成分のうち、第１色素７Ａに吸収されなかった可視光成分が呈する色を構
成する波長帯に吸収帯域を有するように設定されている。
【００７２】
　このようなスクリーン１Ｂに外光ＯＬ２が入射すると、可視光成分ＬＶは、第１色素層
５Ａを透過する際に第１色素７Ａの吸収波長帯域と重なる波長が吸収され、残分が色光Ｌ
１として第２色素層５Ｂに入射する。
【００７３】
　また、外光ＯＬ２に含まれる紫外線成分ＬＵは、第２色素層５Ｂに達した際、一部が第
２色素７Ｂに吸収される。紫外線を吸収した第２色素７Ｂは、色光Ｌ１が呈する色と同じ
色の光を構成する波長帯に吸収帯域を有している。そのため、紫外線を吸収した第２色素
７Ｂは、第２色素層５Ｂに入射する色光Ｌ１から、一部の光を吸収することにより、色光
Ｌ１を白色光Ｌ３と変化させる。
【００７４】
　結果として、観察者Ｖのもとには、白色光Ｌ３が届くため、観察者Ｖには外光による色
づきが感じられず、良好に外光ＯＬ２の影響を減らすことができ、コントラスト低下を抑
制することができる。
【００７５】
　以上のような構成のスクリーン１Ｂによっても、ホワイトバランスを保ち、良好に投写
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画像のコントラストを向上させ、高品位な画像表示を実現することができる。
【００７６】
　以上、添付図面を参照しながら本発明に係る好適な実施の形態例について説明したが、
本発明は係る例に限定されないことは言うまでもない。上述した例において示した各構成
部材の諸形状や組み合わせ等は一例であって、本発明の主旨から逸脱しない範囲において
設計要求等に基づき種々変更可能である。
【符号の説明】
【００７７】
１Ａ，１Ｂ…スクリーン、２…基材、４…光散乱層、５…色素層、５Ａ…第１色素層、５
Ｂ…第２色素層、７Ａ…第１色素、７Ｂ，７Ｃ…第２色素、ＬＵ…紫外線、ＯＬ１…室内
光（外光）、ＯＬ２…太陽光（外光）、ＰＪ…プロジェクター、ＰＳ…プロジェクション
システム、

【図１】 【図２】
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【図５】
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